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新型コロナウイルス感染拡大の防止に伴う協力について（要請） 

 

 

 今般、国内外で新型コロナウイルスの感染事例が相次ぐ中、笛吹市では令和２年２月２

５日に決定した「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」（新型コロナウイルス感染症

対策本部決定）等に基づき、新型コロナウイルスの感染防止に取り組んでいるところです。 

 事業所におかれましては、感染防止のための十分な措置を求めるとともに、感染を早期

に終息させるために極めて重要な時期であることを踏まえ、次のことについて協力要請し

ます。 

 

 

１）風邪症状が見られる従業員（社員）等が休暇を取りやすいよう配慮をお願いします。 

また、感染予防のため、テレワークや時差出勤等についてもご検討ください。 

 

２）市内小・中学校については、３月３日午後から春休みまでの間、臨時休業となりまし

た。このことから各事業所においては、児童を持つ保護者が休みを取りやすいよう配

慮をお願いします。   
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